
平成 23 年 8 月に公布・施行された、「障害者基
本法の一部を改正する法律」により発達障害者は
精神障害者に含まれるようになりました。　

また、労働の側面では平成 25 年 4 月から障害
者雇用率が従来の 1.8% から 2% にアップしまし
た。

高齢・障害・求職者雇用支援機構が障害者を雇
用した企業に対し毎年実施している「障害者職場
改善事例」では、平成 23 年に発達障害者が対象
となり、全国から 75 社の企業から応募がありま
した。その中から奨励賞 6 社、優秀賞 6 社、最優
秀賞 1 社が選ばれるなど、発達障害者の就労が飛
躍的に向上しています。

さらに、同機構の障害者職業総合センターが全
国の LD 親の会、自閉症協会、JDD ネット等に
実施した「発達障害者の職業生活への満足度と職
場の実態に関する調査」では、ASD( 自閉スペク
トラム症 ) が 8 割以上を占めており、実質的には
発達障害といっても ASD の人たちが中心となっ
ています。

しかしながら、発達障害者を雇用した企業から
は就労上の課題として、「上司や同僚が言ったこ

とが理解できない、相手にうまく伝えることがで
きない、好ましくない言語表現を表し、相手を不
快な思いにさせてしまう、曖昧な言動は理解でき
ない、相手の気持ちを無視して自分の好きなこと
だけをしゃべり続ける」など対人関係、コミュニ
ケーションの問題が提起されています。これらは
主に ASD に見られる特性です。

米国ノースカロライナ州で ASD の人たちに
トータルサポートを行っている TEACCH プログ
ラムでは、ASD の人たちを定型発達者に近づけ
ようとするのではなく、彼らに合った環境を構築
する「構造化」による支援がベースとなっていま
す。これはまさしく、権利条約における「合理的
配慮」と同じ考えです。

学校教育においても対人関係やコミュニケー
ションに困難性を示す ASD 児に対人関係スキル
やコミュニケーションスキルを身につけることだ
けを目的とするのではなく、定型発達児に ASD
児とのコミュニケーションの方法、関係の作り方
などを指導するのも今後必要な教育だと考えま
す。
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